
  

令和８年度茨城県外国人材適正雇用促進事業に係る労働者派遣企画提案募集要領 

 

この要領は、令和８年度茨城県外国人材適正雇用促進事業に係る労働者派遣公募型プ

ロポーザルの執行及び契約の締結について、プロポーザルを提出する者（以下「提出者」

という。）が留意すべき事項を定めたものです。 

提出者は、次の事項を熟知のうえ、企画提案書を提出してください。 

 

１ 募集する企画提案に係る業務の概要 

（１）業務名 

令和８年度茨城県外国人材適正雇用促進事業に係る労働者派遣 

（２）事業目的 

通報報奨金制度運用開始に伴う県民からの問い合わせ対応のほか、適正雇用推進宣

言事業者に対するステッカーの郵送や各種キャンペーン等で配布する啓発物品の袋

詰め等の業務を派遣労働者に実施させることで、事務手続きの効率化を図る。 

 

２ 業務の内容 

 別添「令和８年度茨城県外国人材適正雇用促進事業に係る労働者派遣仕様書」のと

おり。 

 

３ 労働者派遣の実施期間 

令和８年６月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 派遣料金上限額 

７，０８４，０００円(消費税及び地方消費税含む) 

  ※ 上記「３ 労働者派遣の実施期間」で見込まれる上限額。なお、通勤費等の諸

経費を含むものとする。 

 

５ 資格要件 

当該企画提案競争に参加しようとする者は、以下の要件をすべて満たすものである

こと。 
（１）茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第 254 号）

に基づく競争入札参加資格があること。ただし茨城県物品調達等登録業者指名停止

基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当し

ない者及び同条第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者

であること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（４）茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（５）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号）第２条第１号から第３号

までに規定する者でないこと。 

（６）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

60 年法律第 88 号）に基づく労働者派遣事業の登録を受けている事業者であること。 

 



  

６ 応募書類及び提出方法等 

（１）応募書類 

ア 令和８年度茨城県外国人材適正雇用促進事業に係る労働者派遣企画提案応募

申請書（様式１） 

イ 応募資格等確認用書類（証明書等については、申請日前３月以内に交付された

ものに限ります。） 

（ア） 応募資格の要件をすべて満たす旨の宣誓書（様式２） 

（イ） 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

（ウ） 定款、寄付行為、規約又はこれらに類するもの 

（エ） 法人格のない団体にあっては、代表者の住民票の写し（代表者が外国人

である場合は、外国人登録証明書の写し） 

（オ） 茨城県税、消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 

（カ） 直近３事業年度の事業報告書、決算書 

（キ） 派遣業の許可書の写し 

ウ 企画提案選考用書類 

（ア） 企画提案書（任意様式Ａ４版） 

※７（３）ウの評価項目との対照が分かるように記載してください。 

（イ） 派遣予定人員のスキルシート（任意様式） 

※取得資格・技能、職務経歴等が分かるもの。 

（ウ） 経費見積書（様式３） 

（エ） 法人等の概要書（様式４） 

（オ） 法人等の概要を説明したパンフレット・リーフレット等 

（２）提出部数  

上記（１）ア及びイを１部、上記（１）ウを５部 

（３）留意事項 

  ア 企画提案は、一法人等につき１件とします。 

  イ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

  ウ 提出された書類の内容は変更することができません。 

エ 提出された書類等は返却しません。 

オ 応募申請書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式５）を提出してください。 

  カ 採択された企画提案書の著作権は茨城県産業戦略部労働政策課に帰属します。 

 

７ 応募の手続き及び選定方法等 

（１）問い合わせ先及び応募書類の提出先 

茨城県産業戦略部労働政策課外国人適正雇用推進室（担当：三國） 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番６ 

電話：029-301-3849 ＦＡＸ：029-301-3649 

電子メール：rousei8@pref.ibaraki.lg.jp 

mailto:rousei8@pref.ibaraki.lg.jp


  

（２）応募手続き 

ア 応募に関する質問     

  （ア）受付期限 

     令和８年５月 20 日（水）午後５時まで 

  （イ）質問様式 

     様式は自由としますが、以下の項目を明記してください。 

     ａ 件名は「【質問者名】外国人材適正雇用促進事業問い合わせ」としてく

ださい。 

     ｂ 法人等の名称、部署名、氏名、電話番号及び電子メールのアドレス 

     ｃ 質問の表題 

  （ウ）送付方法 

     電子メールにより７（１）の問い合わせ先記載のメールアドレスまで送付し

てください。 

  （エ）回答方法 

質問ごとに随時、質問者に対し、電子メール及び県ホームページ上で回答し 

ます。 

なお、質問内容が質問者の提案内容に密接に関わると判断されるものについ

ては、質問者に対してのみ電子メールで回答します。 

また、企画提案書の審査に係る質問には回答しません。 

イ 応募書類の受付 

令和８年５月 20 日（水）午後５時を期限とします。期限までの平日午前９

時から午後５時までに持参、又は郵送（必着、郵便書留）により提出してくだ

さい。 

（３）選考について 

ア 選考方法 

（ア）審査会の審査結果に基づき、受託候補者を１事業者選定します。 

（イ）審査会では、６(１)ウ 「企画提案選考用書類」により書面審査を行います。 

  イ 選定結果の通知 

受託候補者の選定後、速やかに結果を通知します。 

なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めません。 

ウ 審査基準（プロポーザルの評価項目等） 

    審査基準は下表のとおりです。 
評価項目 内容 配点 

業務体制 
・会社の業務体制（派遣労働者への研修や支援体制）が十分か 
・病休等に備えた代替労働者の確保が円滑に行い得る体制か。 

２０ 

自治体への派遣

業務実績等 

・自治体への派遣業務実績の中で当業務に通じる分野があるか。

無い場合でも、当業務を担うに際して、十分な派遣実績があ

るか。 
１０ 



  

個人情報の保護 

・会社として電子データ、メール等の情報を適切に管理するた

めの取組み・体制作りがなされているか。 
・会社における取組が派遣労働者一人ひとりに伝達・教育され

ているか。 

２０ 

人材の選任 
・適格な派遣労働者の確保のための募集方法、選考方法等を行

っているか。 
１０ 

派遣人員 
・電話や電子メール等に係る一般的接遇やパソコン操作スキル

等、事務能力が十分か。 
・県の会計処理を行う事務能力が十分か。 

３０ 

価格評価 配点×全体の最低見積額／当該見積額 １０ 
 

８ 受託候補者選定後の手続き 

（１）事前協議 

受託候補者として選定された旨の通知を受けた者（以下「受託候補者」という。） 

は、受託期間中に実施する人材派遣や契約内容について、県と協議を行います。 

人材派遣の内容は、既に提出された企画提案書等の内容を基本としますが、本業

務の目的達成のために必要と認められる場合には、受託候補者との協議により、変

更を行うものとします。 

この場合において、受託候補者との協議で双方合意に至らない場合は、次点者と

協議を行うものとします。 

（２）契約手続き 

 ア 契約書の締結 

   県は、（１）の事前協議を経て、受託候補者から徴した見積書の額が、茨城県財

務規則（平成５年茨城県規則第 15 号）第 146 条の規定に基づき作成された予定価

格の範囲内であることを確認したときは、同規則に定める随意契約の手続きにより、

契約書を取り交わします。 

イ 契約保証金 

当該業務の契約に際しては、受託者は契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保

証金を契約と同時に納付しなければなりません。ただし、茨城県財務規則第 138 条

第２項第６号に該当すると認める場合は契約保証金を免除します。 
 

９ その他留意事項 

（１）受託者は、本業務を通じて取得した個人情報の取り扱いについては、別記「個人

情報取扱注意事項」に基づき、適正に行ってください。 

（２）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己

の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様とします。 

（３）本契約の執行に際しては、地方自治法（昭和 22 年政令第 67 号）や茨城県財務規

則（平成５年茨城県規則第 15 号）をはじめとする諸規定が適用されます。 

（４）応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 


